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 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１項及び第７項の

規定に基づく財政援助団体等監査を実施したので、同条第９項及び守谷市

監査委員条例第５条の規定により、別紙のとおり公表する。 
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令和５年度 財政援助団体等監査報告書 

 

１ 監査の執行者 

  代表監査委員  髙瀨 尚則 

  監査委員    高梨 恭子 

 

２ 監査の種類 

  地方自治法第１９９条第１項及び第７項の規定に基づく監査 

 

３ 監査の実施日 

  令和６年２月２１日（水） 

 

４ 監査の対象 

団体名 補助金名 市役所担当課 

もりや公益活動促進協会 
もりや公益活動促進協

会補助金 

生活経済部 

市民協働推進課 

 

５ 監査の範囲 

 令和４年度に市が交付した補助金の出納及び関係事務の執行 

 

６ 監査の方法 

 当該補助金交付団体及び市役所担当課から提出された資料に基づいて、団体代表

者及び市担当者から補助金等に関わる事業内容等について聴取し、当該事業及び会

計経理事務が適正に執行されているか否かを監査した。 

 なお、監査は、守谷市監査基準（令和２年守谷市監査委員訓令第１号）に準拠し

て行った。 

 

７ 監査結果 

 令和４年度に市がもりや公益活動促進協会へ交付した補助金の出納及びその他関

係事務の執行については、おおむね適正かつ正確であると認められた。 

 なお、既に取り組まれていることではあるが、次の点については、より一層の配

慮をお願いしたい。 

（１）補助金等の重複交付の確認 

当該補助金は、実質的には、もりや公益活動促進協会に加入している各団体に

対する公益活動助成金支給のために使われている。当該助成金については、応募

資格にも条件として挙げられているとおり、市及びまちづくり協議会からの補助
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金等と重複して受け取ることはできない。補助金等が重複しているかどうかは、

最終的に市民協働推進課で確認することになると思われるが、もりや公益活動促

進協会と市民協働推進課とで連携を図り、適切に確認作業が行われるよう、お願

いしたい。 

（２）各団体への支援の継続 

当該補助金の目的の一つは、市内公益活動の発展・拡大である。しかしながら、

もりや公益活動促進協会に加入している団体のうち、公益活動助成金の支給を受

けている団体は３割程度であった。同助成金の支給を申請しなかった理由として、

「制度自体を知らなかった」、「申請手続きが難しい」などがあったとのことであ

る。全団体に同助成金を支給すべきということではないが、前述のような理由で

申請がされないのは、当該補助金の目的からすれば、望ましいことではない。 

各団体への周知や申請に関する相談については、既に取り組まれているとのこ

とである。また、同助成金支給後も各団体の公益活動に対する支援を行っている

とのことである。このようなフォローアップ活動は市内公益活動の発展・拡大に

つながっていくと考えられるので、今後も継続されるようお願いしたい。 

 

８ 監査対象団体の概要 

（１）団体の概要（令和５年４月１日現在） 

団体名 もりや公益活動促進協会 

代表者名 会長 安藤 聖志 

設立年月日 令和３年１０月２１日 

基本財産額 ０円 

設立目的 

本会は、守谷市内において行う公益活動に対して、助成、団体の

設立及び運営サポート、ネットワーク化促進等に関する活動を行い、

守谷市内の公益活動の発展に寄与することを目的とする。 

 

（２）組織の状況（令和５年４月１日現在） 

【職員】 

区分 団体職員 嘱託職員 臨時職員 合計 

人数  ２人  人  人  ２人 

【役員等】 

区分 理事 常勤役員 評議員 監事 その他 合計 

人数  ８人  人  人  １人  ４人  １３人 

 

（３）主な事業 

 市内公益活動に対する助成、公益活動団体の設立及び運営サポート、公益活動の
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担い手同士のネットワーク化促進等 

 

（４）補助金の状況（令和４年度） 

名称 もりや公益活動促進協会補助金 

金額 

交付決定額  金３，０００，０００円 

精 算 額  金１，２０２，８２５円 

返 金 額  金１，７９７，１７５円（一般会計に返金） 

根拠法令等 
守谷市補助金等交付規則 

もりや公益活動促進協会補助金交付要綱 

目的 

守谷市内の公益活動に対し、事業費を助成するとともに、公益

活動団体の運営支援とネットワーク化の促進を図ることで、市内

公益活動の発展・拡大を目指す。 

財源内訳 協働のまちづくり基金：３，０００，０００円 

効果 

多くの団体に助成金申請の機会を提供することで、若者や現役

世代の公益活動への参加が促進される。また、公益活動が充実す

ることで、市民の利益増進につながる。 

算定基礎 

（１）公益活動継続応援助成 

上限額：２０，０００円／団体 

助成数：１００団体程度 

（２）新規チャレンジ・ステップアップ助成 

上限額：１５０，０００円／団体 助成数：５団体程度 

（３）協働推進助成 

上限額：３００，０００円／ 団体 助成数：１団体予定 

履行確認方法 
守谷市補助金等交付規則第８条の規定に基づく実績報告によ

り確認している。 

 


